
様式３－２

（法人名：国立大学法人　一橋大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

1
大学共同利用機関法
人　情報・システム
研究機構

学術総合センター維持管
理（光熱水料　６月分）

一橋大学長　杉山武彦 平成18年8月16日 3,322,025 随意契約

学術総合センターには４機関が
入っており、当該機構が、取り纏
めて契約を行い、立て替えて支払
いをしているため、本学負担分を
支払う必要があり、競争を許さな
い。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

2
大学共同利用機関法
人　情報・システム
研究機構

学術総合センター維持管
理（光熱水料　７月分）

一橋大学長　杉山武彦 平成18年9月1日 3,444,911 随意契約

学術総合センターには４機関が
入っており、当該機構が、取り纏
めて契約を行い、立て替えて支払
いをしているため、本学負担分を
支払う必要があり、競争を許さな
い。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

3
大学共同利用機関法
人　情報・システム
研究機構

学術総合センター維持管
理（光熱水料　８・９月
分）

一橋大学長　杉山武彦 平成18年11月28日 6,885,560 随意契約

学術総合センターには４機関が
入っており、当該機構が、取り纏
めて契約を行い、立て替えて支払
いをしているため、本学負担分を
支払う必要があり、競争を許さな
い。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 8

4

日本カルミック
（株）
東京都千代田区九段
南１－５－１０

トイレ用防臭器賃貸借
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 2,588,040 随意契約

トイレ用防臭機器は、類似品が各
種あり、これらを比較すると洗
浄・消臭及び尿石防止を効能とし
ている製品がほとんどであり、こ
れらに加え当該機器に特許を有
し、消毒殺菌効果のあるものは、
当該業者のみであり、数年来から
騒がれているＯ－１５７等にも有
効であり衛生管理の面から考慮す
ると、他社製品よりも優れている
と考えられるため、随意契約とし
た。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち２１年度から）

5

丸善（株）八王子営
業部
東京都中央区日本橋
２－３－１０

外国雑誌の購入
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 5,511,660 随意契約

外国雑誌は、洋書輸入業者のすべ
てが取り扱っているものではな
く、また、雑誌名や出版国により
特定の業者でなければ、対応でき
ないことがある。外国雑誌の特殊
性を考慮すると、当該業者は、洋
書輸入業者の大手であり、欧米の
多くの出版社の輸入代理店となっ
たいるため納入が確実に行えるた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

6

（株）紀伊國屋書店
首都圏西営業部
東京都八王子市明神
町３－２０－６

外国雑誌の購入
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月3日 42,219,514 随意契約

外国雑誌は、洋書輸入業者のすべ
てが取り扱っているものではな
く、また、雑誌名や出版国により
特定の業者でなければ、対応でき
ないことがある。外国雑誌の特殊
性を考慮すると、当該業者は、洋
書輸入業者の大手であり、欧米の
多くの出版社の輸入代理店となっ
たいるため納入が確実に行えるた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】
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7

（株）紀伊國屋書店
首都圏西営業部
東京都八王子市明神
町３－２０－６

外国雑誌の購入
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月3日 9,627,676 随意契約

外国雑誌は、洋書輸入業者のすべ
てが取り扱っているものではな
く、また、雑誌名や出版国により
特定の業者でなければ、対応でき
ないことがある。外国雑誌の特殊
性を考慮すると、当該業者は、洋
書輸入業者の大手であり、欧米の
多くの出版社の輸入代理店となっ
たいるため納入が確実に行えるた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

8

丸善（株）八王子営
業部
東京都中央区日本橋
２－３－１０

外国雑誌の購入
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月3日 21,602,833 随意契約

外国雑誌は、洋書輸入業者のすべ
てが取り扱っているものではな
く、また、雑誌名や出版国により
特定の業者でなければ、対応でき
ないことがある。外国雑誌の特殊
性を考慮すると、当該業者は、洋
書輸入業者の大手であり、欧米の
多くの出版社の輸入代理店となっ
たいるため納入が確実に行えるた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

9

丸善（株）八王子営
業部
東京都中央区日本橋
２－３－１０

外国雑誌の購入
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月3日 3,775,866 随意契約

外国雑誌は、洋書輸入業者のすべ
てが取り扱っているものではな
く、また、雑誌名や出版国により
特定の業者でなければ、対応でき
ないことがある。外国雑誌の特殊
性を考慮すると、当該業者は、洋
書輸入業者の大手であり、欧米の
多くの出版社の輸入代理店となっ
たいるため納入が確実に行えるた
め。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

10

ＥＬＳＥＶＩＥＲ
Ｂ．Ｖ．
ｵﾗﾝﾀﾞ王国ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ市
ﾗｰﾀﾞｰｳﾞェﾋ２９

サイエンス・ダイレクト
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月3日 3,815,596 随意契約
当該業者からしか情報の提供を得
ることができないため、競争を許
さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

11

エス・ピー・エス・
エス（株）
東京都渋谷区広尾１
－１－３９

統計ソフト　ＳＰＳＳ
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年10月20日 3,156,300 随意契約
当該業者からしか情報の提供を得
ることができないため、競争を許
さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

12

日経メディアマーケ
ティング（株）
東京都千代田区大手
町１－９－５

ＮＥＥＤＳ－ＣＤ　ＲＯ
Ｍ

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年11月16日 3,496,500 随意契約
当該業者からしか情報の提供を得
ることができないため、競争を許
さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

13

アリエル・ネット
ワーク（株）
東京都目黒区中目黒
３－３－２

教職員グループウエアラ
イセンス

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成19年1月22日 11,025,000 随意契約

当該グループウエアは、既存の人
事給与システムとの自動連携が可
能という点で安全性を確保できる
唯一のグループウエアであるた
め、競争を許さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

14
（株）アルク教育社
東京都渋谷区渋谷２
－２－１０

ＡＬＣ　ＮｅｔＡｃａｄ
ｅｍｙ２ソフトウエア及
びサーバシステム

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成19年2月23日 5,261,970 随意契約
当該業者からしか情報の提供を得
ることができないため、競争を許
さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

15

エヌ・ティ・ティ・
データ・クリエイ
ション（株）
東京都千代田区丸の
内２－２－１

財務会計システム維持管
理業務一式

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 10,552,500 随意契約

当該システムの開発元であり、同
システムの保守及び運用支援を
行っている業者であるため、競争
を許さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18
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16
日本エレベータ製造
（株）

東１号館他昇降機保全業
務

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 7,284,060 随意契約

当該保全業務は、機器の摩耗及び
稼働状況等を把握し、点検及び部
品の交換等を製造者の基準に基づ
いて適正かつ継続的に行う必要が
あり、競争を許さない。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（２０年度から実施）

17
（株）ＴＫＣ
東京都新宿区揚場町
２－１

法科大学院教育研究支援
システム一式

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 4,702,950 随意契約

当該システムの開発元であり、同
システムの保守及び運用支援を
行っている業者であるため、競争
を許さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

18

（株）ワークスアプ
リケーションズ
東京都港区赤坂１－
１２－３２

人事・給与システム保守
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 4,200,000 随意契約

当該システムの開発元であり、同
システムの保守及び運用支援を
行っている業者であるため、競争
を許さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

19
富士通（株）
東京都港区東新橋１
－５－２

附属図書館電子情報収
集・提供システム保守一
式

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 8,743,392 随意契約

当該システムの開発元であり、同
システムの保守及び運用支援を
行っている業者であるため、競争
を許さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 18

20

（株）エル・アイ・
シー
東京都港区南青山２
－６－１８

平成１８年度法律雑誌Ｄ
ＶＤデータベース利用許
諾契約

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 3,528,000 随意契約
当該業者からしか情報の提供を得
ることができないため、競争を許
さない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 12

21
富士ゼロックス(株)
東京都港区六本木３
－１－１

複写料保守契約（６月
分）

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月1日 3,042,386 随意契約
当該機器の製造元であり、同機種
の保守を行っている業者であるた
め、競争を許さない。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち２１年度から）

22

三菱地所ビルマネジ
メント(株)
東京都千代田区丸の
内２－５－２

丸ビル賃室料（平成１８
年９月から平成１９年８
月）

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年9月1日 13,764,132 随意契約
現在、事務所が入居しているビル
の賃貸借契約であり、競争を許さ
ない。

その他 随意契約によらざるを得ないもの 5

23

エヌ・ティ・ティ・
データ・クリエイ
ション（株）
東京都千代田区丸の
内２－２－１

財務会計システム機能追
加業務　一式

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年10月2日 9,607,500 随意契約

当初、当該システムを入札により
落札し、当該システムを開発した
業者であり、当該システムの構成
等を熟知していなければ、当該カ
スタマイズ作業が行えないため、
競争を許さない。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

24

(株)パレスエンター
プライズ　パレスホ
テル
東京都立川市曙町２
－４０－１５

一橋大学外国人留学生交
流促進懇親会　一式

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年11月13日 3,799,950 随意契約
当該懇親会を実施するにあたり、
収容人員、立地条件等を満たす会
場であるため、競争を許さない。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

25
(株)日本経済社
東京都中央区銀座７
－１３－２０

東京４大学連合文化講演
会事後レポート記事体広
告掲載料

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年11月1日 5,250,000 随意契約

後援として今回の講演会に密接に
関わり、その趣旨、内容等を熟知
している日本経済新聞社が記事広
告を作成するのが適当であると考
えられるため、同社の広告代理店
である当該業者に依頼するため、
競争を許さない。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18



様式３－２

（法人名：国立大学法人　一橋大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

26

（財）東京都結核予
防会
東京都墨田区両国４
－５－９

学生定期健康診断
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月3日 3,026,835 随意契約

当該業者は、公益法人として結核
予防思想の普及及び啓発活動のほ
か、学校・事業所等にⅩ線車を派
遣し、各種集団検診を行ってお
り、豊富な経験と設備を備えてい
るため、信頼性が高く、学生の検
査結果を継続して蓄積することに
よって、学生の健康状態を常に把
握することができるため。

見直しの余地あ
り

競争入札に移行（価格競争）
（準備期間を経たのち２１年度から）

18

27
(株)日本経済社
東京都中央区銀座７
－１３－２０

新聞掲載料（国際シンポ
ジウム事後報告記事体掲
載）

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成19年3月1日 3,150,000 随意契約

日本経済新聞社は、本シンポジウ
ムに共催として密接にかかわり、
また、経済関連の全国紙を発行し
ており、同社の広告代理店である
当該業者に依頼するため、競争を
許さない。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

28
電脳(株)
東京都渋谷区神宮前
４－３－１５

教務システム機能追加
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成19年3月5日 3,013,500 随意契約

当該システムの開発元であり、当
該設定作業にはシステム構成等を
熟知している必要がるため、競争
を許さない。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

29
新日本監査法人
東京都千代田区内幸
町２－２－３

会計助言指導業務
一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年4月7日 3,675,000 随意契約

当該監査法人は、法人化以降、決
算及び財務諸表作成に関して不慣
れな本学に対して助言・指導業務
を行ってきており、本学の教育研
究事業や会計処理上の問題に精通
しているため、決算担当者・会計
事務担当者の事務処理の大幅な効
率化を図ることが可能であるた
め。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

30

中日経営合理化推進
中心
北京市西城区紫竹院
南路１７

日中産業経済フォーラム
業務委託

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年8月21日 8,635,000 随意契約

当該業者は、中国の公的機関であ
り、北京及び東京に担当者を配置
しているため、連絡調整等が容易
に行える、また、中国国内の各種
事情に精通しており、同種の
フォーラム、国際会議等実務経験
が十分にあり、業務の遂行が円滑
に行えるため。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

31
(株)リクルート
東京都中央区銀座７
－３－５

一橋大学広報誌「ＨＱ」
第１２号編集等業務

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年5月26日 5,722,500 随意契約

当初、企画競争を行い、当該業者
と契約を締結し、本学と共同して
企画・立案・編集等を行ってきて
おり、創刊号からの経験に基づく
ノウハウの蓄積があり、履行の安
全性・確実性が確保できるため。

見直しの余地あ
り

企画競争
（準備期間を経たのち、２１年度から）

32
(株)リクルート
東京都中央区銀座７
－３－５

一橋大学広報誌「ＨＱ」
第１３号編集等業務

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年10月17日 5,722,500 随意契約

当初、企画競争を行い、当該業者
と契約を締結し、本学と共同して
企画・立案・編集等を行ってきて
おり、創刊号からの経験に基づく
ノウハウの蓄積があり、履行の安
全性・確実性が確保できるため。

見直しの余地あ
り

企画競争
（準備期間を経たのち、２１年度から）

33

ビデオプロデュー
サー　鈴木博文
東京都練馬区光が丘
２－７－３－１３０
４

ＭＯＴビデオケース開発
の業務委託　一式

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年10月16日 9,435,300 随意契約

当該業務は、（株）三菱総合研究
所からの受託研究であり、当該委
託者との共同プロジェクトである
ため、競争を許さない。

見直しの余地あ
り

１８年度限り 18



様式３－２

（法人名：国立大学法人　一橋大学）

件数
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

公共工事の名称、場所、
機関及び種別又は物品役

務等の名称及び数量

契約担当者の氏名並び
にその所属する部局の

名称及び所在地
契約を締結した日

契約金額
（単位：円）

契約
種類

随意契約によることとした理由
（具体的かつ詳細に記載）

見直しの結果 講ずる措置
類型
区分

備考

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況
【その他の者との契約】

34
(株)リクルート
東京都中央区銀座７
－３－５

一橋大学広報誌「ＨＱ」
第１４号編集等業務

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成18年12月11日 5,722,500 随意契約

当初、企画競争を行い、当該業者
と契約を締結し、本学と共同して
企画・立案・編集等を行ってきて
おり、創刊号からの経験に基づく
ノウハウの蓄積があり、履行の安
全性・確実性が確保できるため。

見直しの余地あ
り

企画競争
（準備期間を経たのち、２１年度から）

35
(株)日本経済社
東京都中央区銀座７
－１３－２０

日本の競争力とバイオイ
ノベーション・シンポジ
ウム運営業務

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成19年1月5日 5,040,000 随意契約

後援として今回の講演会に密接に
関わり、その趣旨、内容等を熟知
している日本経済新聞社が適当で
あると考えられるため。

その他
１８年度限り
（20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの）

18

36
(株)リクルート
東京都中央区銀座７
－３－５

一橋大学広報誌「ＨＱ」
第１５号編集等業務

一橋大学長　杉山武彦
東京都国立市中２－１

平成19年1月26日 5,722,500 随意契約

当初、企画競争を行い、当該業者
と契約を締結し、本学と共同して
企画・立案・編集等を行ってきて
おり、創刊号からの経験に基づく
ノウハウの蓄積があり、履行の安
全性・確実性が確保できるため。

見直しの余地あ
り

企画競争
（準備期間を経たのち、２１年度から）

合計 259,073,956

（注６）契約種類は、競争性のない随意契約については「随意契約」、企画競争又は公募による随意契約については「企画競争・公募」と記載すること。

（注１）本表は、平成18年度に締結した支出原因契約であって随意契約（各国立大学法人の定める少額随契限度額以下のものを除く）のうち、「同一所管公益法人等」（「特殊法人等」、「独立行政法人等」、「当該独
　　　立行政法人の主務省と同一の所管に属する公益法人」及び「再就職者がいる民間法人」をいう。）以外の者（その他の公益法人、民間法人等）との契約を記載する。
　　　なお、特殊法人等とは、特殊法人又は認可法人を指し、独立行政法人等とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平成15年法律第112号）
      第２条第１項及び第３項に規定する法人を指す。「公益法人等」には、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利法人、中間法人、協同組合は含まない。

（注３）単価契約の場合は、契約金額欄に調達総額（複数年契約の場合は、契約期間全体の調達総（予定）額）を記載し、備考欄に単価契約である旨及び単価を記載する。複数品目等を１契約にて調達している場合は、代表
　　　的な品目等の単価を記載する。

（注２）平成18年度より前に契約を締結した長期継続契約（18年度には支払いのみが生じており、契約行為がないもの）については、以下のとおり整理する。
　　　　電気、ガス、水道、電話通信役務・・・調査対象（１回の支払につき１件とする）
　　　　複数年契約のリース契約、コピー機の保守役務等・・・18年度に契約していなければ、調査対象外

（注４）「契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地」には、原則として契約時の担当者等を記載するが、これにより難い場合は適宜の時点の担当者名として差し支えない。

（注７）見直しの結果は、「問題あり」、「見直しの余地あり」又は「その他」に分類すること。引き続き「企画競争・公募」とする場合は、「その他（引き続き企画競争・公募を実施）」と記載する。

（注８）講ずる措置は、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」、「競争入札に移行」、「企画競争を実施」、「公募を実施」又は「随意契約によらざるを得ないもの」に分類し、（　）で移行時期等を
　　　補足すること。ただし、見直すことは決まっているが現段階で確定的に記載できない場合は、「競争入札若しくは企画競争に移行」等の記載とすることができる。
　　　なお、平成18年度に不落・不調随意契約であったものについては、「20年以降、当該事務・事業の委託等を行わないもの」に該当する場合を除き、「競争入札に移行」に分類すること。

（注９）「類型区分」欄には、「講ずる措置」欄において「（競争性のない）随意契約によらざるを得ないもの」としたものについて、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～12)に該当する場合はその番号、
　該当しない場合には以下のいずれかに区分の上、該当番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「13」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「14」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「15」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「16」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「17」
　　　・その他、1から17並びに19の類型区分に分類できないものについては「18」
　　　・見直し後においても、なお、包括条項（バスケットクローズ）に該当する契約とする場合については「19」

（注５）随意契約によることとした理由は、説明責任を十分に果たせるよう具体的かつ詳細に記載すること。


